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（様式１）実施報告書  

 

１ 補助事業者情報 

（１）事業者団体情報 

団体名 茨城県 

（２）都道府県・政令指定都市との連携（申請者が地域国際化協会及び地域国際化協会に準ずる法人又は

団体の場合のみ記載） 

 

 

２ 事業の概要 

１．事業の名称 地域日本語教育の体制づくり事業 

２．事業の期間 ２０２１年４月１日～２０２２年３月１０日 

３．事業実施前の現状と課題 

本県の在留外国人数は、令和２年１２月末現在 72,287 人で全国第１０位、在留資格別では技能実習生が

多い（全国第５位）という特徴がある。（法務省「外国人統計」）。 

また、令和２年１０月末現在で、外国人労働者を雇用している事業所数は 6,711事業所（全国 10 位）、外

国人労働者数は 39,479 人（全国１１位)で、平成１９年１０月に届出が義務化されて以来、事業所数・労働

者数ともに過去最高を更新している。 

今後も在留外国人の増加が見込まれる中、互いの文化的な違いを認め合い、対等な関係を築こうとしなが

ら、外国人を地域社会の一員として受け入れ、共に生きていく（多文化共生）社会の推進、外国人に選ばれ

る県づくりのため、外国人が県内どこでも日本語学習の機会が得られる環境と関係機関の連携体制を構築す

る。 

本県の地域日本語教育の現状は以下のとおりであるが、地域日本語教育の体制づくりに係る総合調整会議

を設置し、地域日本語教育に係る連携体制や施策の方向性の検討等を行い総合的な体制づくりを行ってい

く。 

○県北地域は外国人住民数 300人未満で住民数に占める割合が 1%に満たない市町村がほとんどである一方、

県南・県西地域の外国人住民数は県内総数の約 70％と多くを占め、住民に占める外国人の割合も県平均

（約 2.5%）を超える市町村が多い。 

○県域が広く、地域により外国人住民数の差が大きいこともあり、外国人住民への日本語教育の必要性に対

する市町村の認識には温度差がある。 

○日本語教室空白市町村では、住民数に占める外国人住民数が 1％にも満たない、外国人住民が多くても永

住者・定住者や監理団体の管下にある技能実習生の割合が高いなどの状況から、日本語教室の需要や必要

性が見えにくく、市町村でもなかなか施策に繋がらない状況にあるため、日本語学習環境の整備の必要性

や方法の検討も含めた支援が必要である。 

○日本語教室があっても民間ボランティア団体の主体性に委ねている市町村も多く、日本語教室が安定的に

運営されるための支援体制づくりが必要である。 
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○日本語教室に対しては、（公財）茨城県国際交流協会が日本語教育アドバイザーの派遣や国際交流団体の

ネットワーク会議で日本語ボランティア部会を開催し、情報交換の機会を作るなどの支援を行っている

が、県全体として、日本語教室関係者を集めた連絡会議などは行っていなかったため、令和２年度に日本

語教育関係者連絡会議を開催した。 

○地域の特性や教室の意向は尊重しつつも、日本語教育にかかる国の動きなどの情報提供や意識啓発を行う

とともに、日本語教育人材の養成などにより、県域全体で日本語教室の活動の活性化を図る必要がある。 

○外国人労働者を対象に整備した日本語学習支援 e-ラーニングシステムについて、令和２年度に、企業の

担当者が学習者（外国人労働者）の利用頻度等を確認するための管理者機能を実装したところ、アカウン

ト発行者数は増加した（令和３年３月末時点で 482 人）ものの、アクティブユーザー数はその１割程度に

とどまっているため、システムの利用促進方策について検討する必要がある。 

４．目的 

県内において、日本語学習を希望する外国人が居住地や環境を問わず、一定の質が担保された日本語学

習の場にアクセスできるような日本語学習環境を整備する。そのために、県内市町村や関係機関（大学、

日本語教育機関等）とも連携しながら、これまでボランティア主導になりがちだった地域日本語教室と行

政、関係機関との連携体制づくりや既存の日本語教育人材のスキルアップ、新たな日本語教育人材の養

成、日本語教室がない地域の日本語学習環境の整備方法の検討・支援を中心に日本語学習環境の整備・強

化支援等に取り組み、地域日本語教育の体制づくりを図る。 

また、外国人労働者（技能実習生を含む。）は、職場での円滑な意思疎通のために一定の日本語能力が必

要となることから、日本語学習支援ｅ-ラーニングシステムを提供して日本語能力の向上を図り、県内企業

等での就労（実習）や地域住民との共生が円滑にできるようにする。 

３ 事業の実施体制 

（１）実施体制（図表等を活用して、総括コーディネーター及び地域日本語教育コーディネーターを含

めて記載してください。） 

地域日本語教育を所管する女性活躍・県民協働課が主体となって事務局を設置し、外国人労働者向けの日 

本語学習支援や企業との連携促進のため、労働政策課も事務局として参画した。 

事業の進め方は総合調整会議の協議を経て進めた。 

日本語教室とのネットワークづくり・運営支援については、これまで日本語教室への支援を行ってきた（公 

財）茨城県国際交流協会に委託し、日本語学習支援 e-ラーニングシステムの管理・運営は業者委託により県

が行った。 
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≪事業の中核メンバー≫ 

 氏名 所属 職名 役割 

１ 安達 美和子 女性活躍・県民協働課 課長 事業の統括 

２ 酒井 和二 労働政策課 課長 事業の統括 

３ 加藤 雅春 （公財）茨城県国際交

流協会 

交流推進課長 総括コーディネーター 

４ 廣江 哲也 労働政策課茨城県外

国人材支援センター 

センター長 総括コーディネーター 

５ 金久保 紀子 学校法人東北外語学

園 東北外語観光専

門学校 国際交流セ

ンター 

センター長 総合調整会議の座長 

６ 羽鳥 愛 ほか 

地域日本語教育コーディ

ネーター３名 

多文化共生グループ

おみたまじん 

代表 地域日本語教育コーディネー

ター 

 

（２）域内の市区町村、関連団体等との連携・協力体制 

・県域唯一の地域国際化協会としてこれまで地域日本語教室の支援等を行ってきた（公財）茨城県国際交流

協会に総括コーディネーターの配置と、地域日本語教育関係者の連絡会議及び日本語学習支援者の開拓講

座の実施や地域日本語教育コーディネーターと連携した事業の実施を委託した。 

・日本語教育関係者連絡会議では、日本語教室関係者、市町村の多文化担当者、市町村国際交流協会等の国

際交流団体等を対象に事業概要説明を行い事業に対する理解を得るとともに、意見交換を実施するなど関

係者間の連携体制を構築した。 

・日本語学習支援者の開拓講座の開催にあたっては、実施対象市町村には広報誌掲載、外国人材支援センタ

ーにはメルマガ送信やチラシ配布などによる受講者募集について協力を得た。また、総括コーディネータ

ーと講座コーディネーターが実施対象市町村、商工会、社会福祉協議会等を回り、事業説明等を行うとと

もに、周知協力依頼を行った。 

・茨城県外国人材支援センターにも総括コーディネーターを配置し、県内経済団体等や企業と連携して、日

本語学習支援ｅ-ラーニングシステムの周知や効果的な利活用を図った。 

４ 令和３年度の事業概要 

１．令和３年度の実施目標 

・日本語教育関係者連絡会議や地域日本語教育コーディネーターとの連携を継続しつつ、昨年度実施した地

域日本語教育実態調査の結果を踏まえ、市町村や関係機関との連携や既存の日本語教育人材のスキルアッ

プ、新たな日本語教育人材の養成により重点的に取り組み、日本語教室の安定運営のための基盤の強化や

全体的なレベルアップを図る。 

・日本語教室空白市町村における日本語学習環境の整備方法の検討や整備支援を中心に、市町村における日
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本語学習環境の整備・強化の支援に取り組む。 

・日本語学習支援 e-ラーニングシステムの提供により、外国人労働者の県内企業での就労や地域住民との

共生が円滑にできるようにする。 

２．実施内容 

【必須項目】 

（取組１）総合調整会議の設置 

①構成員 

 氏名 所属 職名 役割 

１ 金久保 紀子 学校法人東北外語学園 

東北外語観光専門学校 

国際交流センター 

センター長 地域活動を実践する有識者

の立場からの提案・助言 

２ 伊藤 秀明 筑波大学 准教授 日本語学習支援 e-ラーニン

グシステムの運営等に関す

る提案・助言 

３ 西原 鈴子 特定非営利活動法人日本

語教育研究所 

理事 生活者としての外国人に対

する日本語教育（e-ラーニ

ング含む）や文化庁事業に

関する有識者の立場からの

提案・助言 

４ 加藤 雅春 （公財）茨城県国際交流

協会 

交流推進課長 総括コーディネーター、県

域の地域国際化協会として

在住外国人や日本語教室の

支援にあたってきた立場か

らの提案・助言 

５ 廣江 哲也 労働政策課茨城県外国人

材支援センター 

センター長 総括コーディネーター、外

国人労働者の就労及び企業

支援の立場からの提案・助

言 

６ 中泉 栄一 かすみがうら市 市民協働課課長 市町村の立場からの日本語

教育に関する提案・助言 

７ 小林 浩治 鉾田市国際交流協会 副理事長 外国人住民支援者の立場か

らの提案・助言 

８ 飯野 令子 （公財）茨城県国際交流

協会登録の日本語アドバ

イザー 

 日本語ボランティア教室に

精通した者の視点からの提

案・助言 

９ 高橋 資明 大洗小学校 校長 

 

日本語指導を要する児童生

徒の支援に関する地域との

連携等への提案・要望・助言 
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10 松浦 みゆき 日立さくら日本語学校 校長 日本語教育の専門家の立場

からの報告・提案・助言 

11 高橋 日出男 経営者協会 副会長 会員企業の外国人労働者支

援内容等の報告や地域との

連携等への提案・要望・助言 

12 レ・ヴァン・タン 茨城県ベトナム人協会 文化交流リーダー 在住外国人の立場からの意

見・提案・要望 

13 安達 美和子 女性活躍・県民協働課 課長 会議の統括 

14 酒井 和二 労働政策課 課長 会議の統括 

15 石塚 康英 義務教育課 課長 日本語指導を要する児童生

徒の支援に関する地域との

連携等への提案・要望・助言 

②実施結果 

実施回数 ３回 

実施 

スケジュール 

第１回 令和３年６月２５日（金） 

第２回 令和３年１１月２６日（金） 

第３回 令和４年２月２５日（金） 

主な検討項目 第１回 〇地域日本語ボランティア教室の活動事例紹介 

     ・多文化共生グループおみたまじん 

     ・ひたちなか市国際交流協会 

    〇令和３年度の事業概要等について 

     ・地域日本語教育の体制づくり事業について 

     ・茨城県日本語学習支援 e-ラーニングシステム事業における令和２年度 

実績及び令和３年度の取組みについて  

     ・本県と母国の架け橋となるグローバル人財の育成に向けて「グローバ

ル・サポート事業」 

第２回 〇令和３年度の事業の進捗について 

    〇地域日本語教育の体制づくり事業推進に係る意見交換 

     ・空白地域の市町が抱える課題解決に向けて 

     ・日本語学習支援者の掘り起しについて 

     ・企業一丸となった外国人従業員への日本語学習支援について 

第３回 〇令和３年度事業実施結果について 

（取組２－１）総括コーディネーターの配置 

令和２年度から引き続き、以下の者を総括コーディネーターとして配置し、役割分担は以下のとおりとし 

た。 

・（公財）茨城県国際交流協会 交流推進課長 加藤雅春 

県域唯一の地域国際化協会として中核的立場にあり、これまで地域日本語教室の支援にも当たってきた 
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（公財）茨城県国際交流協会の職員を配置した。地域日本語教育コーディネーターの意見や活動の成果を県

の施策に反映させるとともに本事業への提言・助言を行った。 

さらに、今年度は地域日本語教育コーディネーターと連携し、空白地域の市町村への事業説明や担当職員 

との意見交換等により現状把握を行うとともに、日本語教育推進に向けたアドバイス等を行った。 

・茨城県外国人材支援センター センター長 廣江哲也 

 外国人労働者に対する日本語学習支援 e-ラーニングシステムについて、企業や経済団体等と連携して効

果的な運用を図った。 

（取組２－２）地域日本語教育コーディネーターの配置にむけた取組 

地域日本語教育コーディネーターの配置【（〇）】 選択した取組に○を記入してください。 

地域日本語教育コーディネーターの候補者の育成【（ ）】 

文化庁主催の「地域日本語教育コーディネーター研修」受講者のうち活動可能な方４名に総括コーディネ

ーターと連携しながら本事業の推進に取り組んでいただいた。 

【活動内容】 

・地域日本語教育関係者連絡会議の講師選定 

・日本語学習支援者の開拓講座実施市町村及び関係団体への広報依頼等 

・日本語学習支援者の開拓講座コーディネーター 

・日本語学習支援者の開拓講座講師 

・地域日本語教育推進に係る総括コーディネーターとの意見交換 

・県内外国人留学生と地域住民とのやさしい日本語によるオンライン交流の実施（茨城県国際交流協会と連

携） 

（取組２－３）調査・推進計画策定コーディネーターの配置 

 

【重点項目】 

（取組３）都道府県等の域内における日本語教育の実施に関する連携のための取組 

日本語教育関係者連絡会議（県国際交流協会委託） 

・日本語教育に係る行政情報の伝達や情報交換、関係者間の連携体制の構築・強化等を図ることを目的に市

町村、市町村国際交流協会、地域日本語教室実施団体を対象とする連絡会議を実施した。 

・当初、県内を４地域に分けて対面で実施する予定だったが、コロナ感染拡大の状況を鑑み、オンラインで

実施した。 

【対象】県内市町村、市町村国際交流協会等の国際交流団体、地域日本語教室関係者等 

【実施日】 

 ①令和３年９月１８日（土） 

 ②令和３年９月２１日（火） 

 ③令和３年９月２８日（火） 
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 ④令和３年１０月９日（土） 

 ※実施時間はいずれも１３時３０分から１６時 

【内容】 

〇茨城県における地域日本語教育の体制づくりの方向性について（実施事業説明） 

茨城県県民生活環境部女性活躍・県民協働課   

公益財団法人茨城県国際交流協会    

〇地域日本語教育に関連した研修 

テーマ 「対話から始める地域の教室」～活動例を通して～ 

講 師  公益社団法人国際日本語普及協会 AJALT 所属  日本語教師 松尾 恭子 氏   

【参加者】 

延べ１０１名 

（取組４）市区町村への意識啓発のための取組 

 

（取組５）日本語教育人材に対する研修（研修受講者数（実人数）：５３人） 

日本語学習支援者の開拓講座の開催（県国際交流協会委託） 

・日本語教室の人手不足を解消し安定運営を図るため、新たな地域日本語教育人材を確保するとともに、既 

存の日本語学習支援者のスキルアップを図るため、日本語学習支援者の掘り起こし・養成のための講座 

を開催した。 

・当初、対面で実施する予定だったが、コロナ感染拡大の状況を鑑み、オンラインで実施した。 

【講座名】 

 ①新しい茨城 茨城町・城里町ほかのための日本語支援を考える会 

 ②新しい茨城 わたしたちの地域のための日本語支援を考える会 

【対象】県内で地域日本語教室の立ち上げやその後の交流活動等に参加できる方、既に日本語学習支援者と

して活動している方、外国人市民との交流を希望する方など 

【会場】県内２地域（以下の地域を優先した。） 

 ・日本語教室が開催されていない地域 

 ・在住外国人数に対して日本語教室数が不足している地域 

【実施時期及び実施回数】 

 ①令和３年１０月３０日（土）～１１月２１日（日）のうち５日間 

３時間×５日間を１講座として実施 

 ②令和４年１月１８日（火）～２月１８日（金）のうち１０日間 

１時間３０分×１０日間を１講座として実施 

【実施方法】オンライン 
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【内容】 

これからの茨城県と地域づくりや、多文化共生、コミュニケーションの取り方について受講者自らが考え

る講座とした。文化庁委託「CINGA 日本語学習支援者に対する研修カリキュラム開発事業」により特定非営

利活動法人国際活動市民中心（CINGA）が開発したカリキュラムをもとに企画・構成し、茨城県国際交流協

会日本語教育アドバイザー及び地域日本語教育コーディネーターが講師を務めた。講座コーディネーターを

配置し、各回の講師との調整等を行うことにより、講座につながりを持たせることができた。 

受講者には毎回、その講座で新たに知ったこと、感じたことなどを記入する「ふりかえりシート」を作成

してもらい、取りまとめ結果は無記名で受講者に共有した。また、受講者が次回までに自分に課する宿題を

設定することを求め、研修意欲のモチベーション維持に努めた。 

２回目以降は、各回冒頭に２，３人のグループに分かれ、各自宿題の取組状況などを発表し、話し合う時

間を設け、参加者同士のコミュニケーションを深める場を作った。 

各回終了後には、関係者（講座講師、県国際交流協会、県）で講座のふりかえりを行い、講座の進め方 

や受講者の様子等について話し合いを行った。 

（取組６）地域日本語教育の実施取り組んだものに○  

【○】都道府県・政令指定都市が主催する地域日本語教育 

【 】日本語教育実施機関団体等への地域日本語教育 

実施箇所数 オンライン上 
受講者数 

（実人数） 
526 人（R4.3 月末現在） 

活動１ 

【名称】茨城県日本語学習支援 e-ラーニングシステム 

【目標】外国人労働者等に日本語学習支援 e-ラーニングシステムの提供を行うことで、日

本語学習機会の提供を行い、地域や職場で円滑な意思疎通を図る能力を獲得させることを

目標とした。 

【実施回数】 通年 

【実施場所】 オンライン上 

【受講者募集方法】 対象となる外国人労働者を雇用する企業への周知 

【対応言語】英語、インドネシア語、ベトナム語、ミャンマー語、モンゴル語 

【内容】 

・日本語を学習するための以下の英語、インドネシア語、ベトナム語、ミャンマー語、モ

ンゴル語に対応した動画コンテンツ及びクイズコンテンツ（確認テスト）をオンライン

上の e-ラーニングシステムにより提供した。 

・アクティブユーザーを増やすため、外国人労働者を管理する企業担当者向けに、外国人

労働者による学習の管理の方法を提示した。併せて、外国人が e-ラーニングシステムを

使って学習に取り組んでいることの社内共有、及びその方法を提案し、企業が一丸とな

って外国人労働者の日本語学習に取り組む環境を醸成した。 

・「生活者としての外国人」に対する日本語教育を行うために、「『生活者としての外国人』

に対する日本語教育の標準的なカリキュラム案について」（文化庁審議会国語分科会）

に沿って、日本での生活に使われる日本語一覧について、英語以外の言語を追加した。 
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・学習者のモチベーション維持や学習の参考にしてもらうため、e-ラーニングシステムを

使った学習時間上位者のランキング、及び他の学習者に対するメッセージを公開した。

（https://nihongo-ibaraki.jp/ranking/） 

 

【関係機関との連携】 

・日本語学習支援 e-ラーニングシステムの利用促進に向けては、県内企業だけでなく、外

国人労働者に対する周知も重要である。このため、駐日在外公館や県内在住ベトナム人

コミュニティ（ＳＮＳ登録者 7,000 人超）を訪問し、本システムの内容や趣旨を説明し、

理解いただいたうえで、外国人労働者への周知に向け連携した。 

・県内企業の海外展開等を支援する（公財）いばらき中小企業グローバル推進機構や（独）

日本貿易振興機構と連携してセミナーを開催することで、企業支援パッケージの１つと

して日本語学習支援 e-ラーニングシステムの活用促進を行った。 

標準的なカリキュラム案等の活用の有無：有 

その他の取組（取組７～１４のうち、取り組んだものについて記載） 

（取組１１）ＩＣＴを活用した教育・支援 

〇e-ラーニングシステムに関するセミナーの実施 

委託事業者による日本語学習支援 e-ラーニングシステムの紹介、活用方法に関するセミナーを実施し、

効果的な活用促進を図った。 

【開催方法】コロナ禍における外国人材受け入れセミナーとの共同開催 

【実施箇所数】１（オンライン開催） 

【実施時間数】計１時間半（うち、e-ラーニングシステムに関する部分は１５分） 

【具体的な実施内容】日本語学習支援 e-ラーニングシステムや活用方法の説明 

２－２．市区町村の日本語教育の取組への支援 

（取組１５）市区町村を支援して実施する日本語教育 

 

（取組１６）取組１５以外の日本語教育を行う団体を支援して実施する日本語教育 

 

３．効果 

（１）令和３年度の実施目標に対する評価 

①令和３年度の実施目標（年度当初に設定した目標を再掲） 

○地域日本語教育コーディネーターの育成：６人 

○日本語学習支援者の開拓講座参加人数：４０人 

○日本語教室関係者の連絡会議参加人数：１２０人 

○空白地域における新規日本語教室の開設数：２教室 

○日本語学習支援 e-ラーニングシステム利用者数（令和４年１月末現在）：７００人 

○日本語学習支援 e-ラーニングシステム利用者数に占めるアクティブユーザーの割合：５０% 
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②達成状況 

○地域日本語教育コーディネーターの育成：４人 

○日本語学習支援者の開拓講座参加人数：５３人 

○日本語教室関係者の連絡会議参加人数：１０１人 

○空白地域における新規日本語教室の開設数：０教室 

○日本語学習支援 e-ラーニングシステム利用者数（令和４年１月末現在）：５２６人 

○日本語学習支援 e-ラーニングシステム利用者数に占めるアクティブユーザーの割合：４．８% 

（２）個別の取組に対する評価 

①定量評価 

・総合調整会議：前年度（４）回  当年度（３）回 

・総括コーディネーター配置数：前年度（２）人  当年度（２）人 

・地域日本語教育コーディネーター配置数：前年度（６）人  当年度（４）人 

・実施した日本語教育人材に対する研修：（２）回（２箇所）  当年度（２）回（２箇所） 

・実施した日本語教室：前年度（－）回（－箇所）  当年度（－）回（－箇所） 

日本語学習支援 e-ラーニングシステム利用状況（令和４年２月末現在） 

  申請企業数：136 社、ユーザー登録者数：526 名  

国籍別利用者数 

   ベトナム インドネシア ミャンマー その他 計 

人数 326 人 62 人 33 人 105 人 526 人 

①－２ 実施計画書において設定した目標に対する定量評価 

 本事業に協力いただいた地域日本語教育コーディネーターは昨年度より減ってしまったが、これまでの活

動実績（空白地域解消、会議及び講座の企画、会議等における事例発表等）により、令和４年度から地域日

本語教育推進員という名称で非常勤として配置することとし、日本語ボランティア教室の運営支援、日本語

教室未設置市町村への助言、日本語教育ボランティア人材の育成など、更なる体制づくりに取り組んでい

く。 

日本語学習支援者の開拓講座については、秋講座はこれまで同様、休日の昼間に開催したが、冬講座は平

日の夜に開催することで、より幅広い年代の方に参加していただくことができ、さらに、受講者数も昨年度

より増加した。 

今年度は空白地域における新規日本語教室の開設には至らなかったものの、空白地域である１町で市町村

が中心となった日本語教室開設に向けた動きがあるため、市町村担当者に対し文化庁主催の空白地域解消に

係る会議の案内等を行う他、取組に向けてアドバイスを行うなど支援をしている。 

さらに、別の空白地域で日本語教室の開設に関心がある方が日本語学習支援者の開拓講座に参加していた

ため、これからの活動デザインについて考えるグループワークの際に同じ班にする等、実践的な活動に繋が

るようサポートした。引き続き、日本語教室開設に向けて助言を行うなど支援し、空白地域の解消に取り組

んでいく。 

日本語学習支援 e-ラーニングシステム利用者（企業担当者）向けに実施したアンケート調査において、

企業と外国人従業員が一丸となって日本語学習に取り組んだ事例を紹介した結果、６０％の企業から「ぜひ
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やってみたい」「自社のペースに合うようにアレンジしたうえで実施したい」という声が寄せられた。次年

度においては、より具体的に本事例における学習内容を横展開等することにより、e-ラーニングの活用を含

む企業の自主的な日本語学習の取り組みを促進していく。 

  

 ②定性評価 

 (i)連携機関の広がりについて 

・「日本語教育関係者連絡会議」や「日本語学習支援者の開拓講座」の実施にあたり、市町村、国際交流協

会等の国際交流団体、日本語教室関係者等、日本語教育関係者など幅広く参加対象とした。連絡会議は延

べ１０１名、開拓講座は５３名の参加があった。特に、開拓講座においては、４人程度のグループワーク

を多く取り入れた結果、関係者間での情報交換・意見交換が活発に行われ、ネットワークを構築すること

ができた。 

 (ⅱ)新たな連携機関と連携した内容 

・日本語学習支援者の開拓講座の実施にあたっては、総括コーディネーターと地域日本語教育コーディネー

ターが連携を図り、空白地域の市町村の他、留学生を受け入れている大学や外国人を雇用している企業な

ど、これまでよりも幅広く周知協力依頼を行った。実施対象市町村には広報誌への掲載や管内の団体等へ

の声かけ等、参加者募集の協力を得た。 

（ⅲ）どのような体制を構築できたか  

・日本語教室がない空白地域の市町村在住の方が日本語学習支援者の開拓講座に参加した場合、参加者の受

講状況等を市町村担当者と情報共有し、講座修了後に受講者を次の活動へ繋げられるようフォローアップ

に努めた。新規の日本語教室の立ち上げには繋がらなかったが、市町村担当者と日本語学習支援者に意欲

がある方との繋がりを作ることができた。 

・県担当課、県国際交流協会、地域日本語教育コーディネーター等、地域日本語教育の体制づくり関係者が 

開拓講座の事前打合せやふりかえりなどを通して地域の課題に対する共通認識を持つとともに、目指す地 

域の姿について、関係者一丸となって考える体制を構築することができた。 

（ⅳ）事業実施に当たっての周辺自治体や域内の関係者等へ周知・広報及び事業成果の地域への発信につい 

   て 

・「茨城県地域日本語教育の体制づくり推進事業」ホームページに、事業概要や総合調整会議結果を掲載す

るとともに、地域日本語教育関係者会議や市町村担当者会議において事業説明や地域日本語教室の活動事

例紹介を行った。 

・市町村の外国人労働者所管課（多文化共生担当課・商工労働担当課など）の職員向けに、本県の外国人材

受け入れ促進に向けた取り組みを説明した際に、併せて e-ラーニングシステムの周知・広報等を行った。 

・昨年度に引き続き、県内業界団体（中小企業団体中央会、商工会連合会、商工会議所連合会、経営者協会、

建設業協会、農林振興公社、農業会議、自動車販売店協会、情報サービス産業協会、鉄筋業協同組合等）

を通じた日本語学習支援 e-ラーニングシステムの周知を行った。 

４．課題と今後の展望 

（１）課題と困難な状況への対応方法  

地域日本語教育の推進には市町村をはじめとした関係機関との連携が必要であるが、昨年度、地域日本語

教育に係る実態調査を実施した結果、地域日本語教育に対する市町村に温度差があることを改めて認識し

た。また、日本語教育実施機関同士のネットワークができておらず、各日本語教育実施機関が他機関の活動
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状況等を把握できていなかったことから、「日本語教育関係者連絡会議」を実施し、市町村を含めた日本語

教育関係者間での情報共有及び意見交換等を行う機会を設けた。しかし、特に日本語教室がない空白地域の

市町村担当者は地域日本語教育に対する関心が低く、会議への出席が無かったため、今年度は空白地域の市

町村担当者に対し個別ヒアリングを実施するとともに、国や県の取組について説明を行った。 

その結果、担当者の意識の醸成に繋がり、空白地域の１０市町村のうち９市町村が関係者連絡会議に出席

しただけでなく、空白地域解消に向け、既存の日本語教室の視察や国の空白地域解消に関する会議への出席

など、取組の活発化に繋がった。 

 e-ラーニングシステムについては、アカウントは発行したものの当システムを活用した日本語学習が続

かないユーザーが多いという課題があった。過年度に実施したアンケート結果から、日本語学習が外国人従

業員に一任され進捗管理が全く行われていないが要因の１つと分析し、企業一丸となった日本語学習を促進

すべく県内企業２社に対し、e-ラーニングを活用した伴走支援を実施した。 

日本語教育の専門家（茨城大学名誉教授）に外部アドバイザーとして参画いただき、企業および外国人へ

のヒアリングを実施し、総合的な日本語能力向上に向けた学習方法に加え、企業担当者による学習の進捗管

理や、日記や作文の添削、話題が広がるようなコメント付記などの学習プログラムを立案し、実施した。 

また、e-ラーニングシステムを使った学習時間上位者ランキングを作成し、上位者から他の学習者に向け

て日本語学習の目標や学習のアドバイスをあわせて掲載した。 

（２）今後の展望  

外国人を地域社会の一員として受け入れ、共に生きていく（多文化共生）社会の推進、外国人に選ばれる

県づくりのため、外国人が県内どこでも日本語学習の機会が得られる環境と関係機関の連携体制を構築する

ことを目的に本事業に取り組んでいる。日本語教室がない空白地域（市町村）の解消や高齢化等による日本

語教育人材の不足といった課題に対し、日本語教育関係者連絡会議の開催による関係者間のネットワークの

構築や日本語学習支援者の開拓講座の実施による人材の養成を行っているが、新規や若い世代の参加者が少

なく、新たな人材の養成に課題がある。 

昨年度から実施している「日本語教育関係者連絡会議」や「日本語学習支援者の開拓講座」を引き続き開

催し、関係者間のネットワークの維持・拡大を図るとともに、新たな日本語学習支援者等の養成に力を入れ

ていく。会議や講座参加者については、市町村や国際交流・協力団体等の関係機関と連携を図り、幅広く周

知に努め、新規人材の養成に繋げられるようにする。 

 e-ラーニングシステムについては、県内企業２社に対し、外国人従業員だけでなく、企業一丸となった日

本語学習に向けた伴走支援を行った結果、外国人従業員の学習意欲が高まり、利用時間が増加したほか、「社

内のコミュニケーションが増えた」「特にリスニング能力の改善が見られた」「来日 1 年半の技能実習生が日

本語能力試験Ｎ３に合格した」などの声が寄せられた。特に成果が上がった１社に来年度のセミナー等に成

功事例として登壇いただき他の企業に横展開するなどにより、企業一丸となった日本語学習の取り組みを促

進し、今年度は達成できなかった e-ラーニングシステムのアクティブユーザー数の増を目指す。さらに、

今年度とは異なる企業に対しても伴走支援を行い、様々な日本語学習モデルケースを創出する。 
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【参考写真一覧】 

取組番号 写真名 

３ 日本語学習支援者の開拓講座 

 

６ 茨城県日本語学習支援 e-ラーニングシステム利用者の声 
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【参考資料一覧】 

取組番号 資料名 NEWS 掲載 

３ 日本語教育関係者連絡会議アンケート  

５ 新しい茨城 わたしたちの地域のための日本語支援を考える会チ

ラシ 
〇 

５ 新しい茨城 わたしたちの地域のための日本語支援を考える会ア

ンケート 

 

６ 茨城県日本語学習支援 e-ラーニングシステムチラシ ○ 
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